
事業・支援策名 東広島市新規就農者育成研修事業

東広島市園芸センター  

082-433-4411

支援対象者・条件

市内に住所を有する者で、次の条件をすべて満たす者。
①18歳以上45歳未満の者
②高等学校を卒業した者またはこれと同等の学力を有し、研修の受
講が可能な者
③研修開始までに市内に住所を有することができる人
④研修の全期間について研修に参加でき、かつ、通所可能な者
⑤研修修了後、市内で就農し、認定新規農業者（就農5年後の農業
所得250万円を目指す者）を目指す意欲のある者

支援内容

研修期間：2年間
研修場所：東広島市園芸センター、先進農家、その他
研修内容：野菜及び花きの栽培基本技術を習得するための実習、講
義、視察等をもって構成する。

募集期間 8月～12月18日

募集人数 2人

事業主体

（お問合せ先）


